
 

６ 医 安 第 ９ ３ ９ 号 

令和６年１２月４日 

 

関 係 団 体 の 長 様 

 

愛知県保健医療局長 

 

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

このことについて、令和６年 11 月 20 日付け医薬発 1120 第１号で厚生労働省

医薬局長から別添のとおり通知がありました。 

 今回の改正により、新たに３物質が麻薬に指定されました（政令の施行は令

和６年 12 月 20 日）。 

 また、新たに麻薬に指定された３物質は、政令の施行により医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物では

なくなります。 

つきましては、貴会員（組合員）への周知に御配慮ください。 

 

 

 

担  当 生活衛生部医薬安全課 

     毒劇物・麻薬・血液グループ 

     監視グループ 

電  話 052-954-6305（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

     052-954-6344（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

ファックス 052-953-7149 

電子メール iyaku@pref.aichi.lg.jp 
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